
令和 7 年 6 ⽉ 1 ⽇ 現在 
 

厚⽣労働⼤⾂の定める掲⽰事項 
当院は厚⽣労働⼤⾂の定める基準に基づいて診療を⾏っている保険医療機関です。 

 
 
 

【概要】 

施 設 名 医療法⼈社団 清峰会 村⼭中央病院 

所 在 地 東京都武蔵村⼭市中藤 5-70 

開 設 者 医療法⼈社団清峰会 理事⻑ 奥脇 裕介 

管 理 者 院 ⻑ 岩村 国博 

 
 
【標榜時間】 
 

診 療 時 間 ⽉・⽕・⽔・⾦曜⽇ ９時 00 分〜12 時 00 分 
14 時 00 分〜17 時 00 分 

 
 診療に従事する医師については別記のとおりです(待合ホールへ掲⽰しておりますのでご参照ください) 
 
 
 
 
 
 
 



・⼊院基本料について 

当院は、療養病棟⼊院基本料を届出しております。療養病棟の場合、⼊院患者 20 ⼈に対して 1 ⼈

以上の看護職員と⼊院患者 20 ⼈に対して 1 ⼈以上の看護補助者を配置しております。(看護職員

1 ⼈当たりの受け持ち数につきましては各病棟に明細を掲⽰しておりますのでご参照ください) 

 

・⼊院診療計画、院内感染防⽌対策、医療安全管理対策、褥瘡対策及び栄養管理対策について 

当院では、⼊院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さまに対する診療計画を策

定し、7 ⽇以内に⽂章によりお渡ししております。また、厚⽣労働⼤⾂が定める院内感染防⽌対

策、医療安全管理対策、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。 

 

・⼊院時⾷事療養及び⼊院時⽣活療養について 

当院では、⼊院時⾷事療養(1)を算定すべき⾷事療養の基準に係る届出を⾏っております。 

((⾷)第 310656 号)管理栄養⼠によって管理された⾷事を適時(⼣⾷については午後 6 時以降)、適

温で提供しています。 

 

 

 

 



・関東信越厚⽣局への届出に関する事項について 

 基本診療料の施設基準に係る届出 

◆療養病棟⼊院基本料 1    (療養⼊院)       第 312232 号  令和 5 年 3 ⽉ 1 ⽇ 

◆診療録管理体制加算 2     (診療録 2)         第 310648 号  令和 4 年 7 ⽉ 1 ⽇ 

◆データ提出加算 1 及び 3   (データ提)        第 315887 号   令和 4 年 7 ⽉ 1 ⽇ 

◆⼊院時⾷事療養（1）     (⾷)           第 310656 号   令和 4 年 7 ⽉ 1 ⽇ 

◆機能強化加算        (機能強化)       第 311866 号   令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇ 

◆在宅時医学総合管理料及び施設⼊居時等医学総合管理料(在医総管)    第 302386 号   平成 31 年 1 ⽉ 1 ⽇ 

◆在宅がん医療総合診療料   (在総)         第 912080 号   令和元年 10 ⽉ 1 ⽇ 

◆オンライン診療料      (オン診)        第 311737 号   令和 3 年 1 ⽉ 1 ⽇ 

 

 特掲診療料の施設基準に係る届出 

◆在宅療養⽀援病院      (⽀援病 2)       第 310203 号   令和 4 年 10 ⽉ 1 ⽇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・保険外負担に関する事項 

保険外⾃費負担⼀覧 

 
 当院では、療養の給付と直接関係ないサビース等として認められているものについて、 
 各々の負担額を定めております。使⽤量⼜は使⽤回数に応じた実費をご負担願います。 

区分 単位 ⾦額 

⼀般診断書 1 通につき 5,500 円 

⽣命保険に係る診断書 1 通につき 3,500 円 

死亡診断書 1 通につき 6,600 円 

エンゼルケアセット 1 回につき 3,500 円 

エンゼルケア 1 回につき 20,000 円 

インフルエンザワクチン(⼀般) 1 回につき 4,000 円 

インフルエンザワクチン(65 歳以上) 

 市・区より助成がある場合 

1 回につき 2,500 円 

(税込み) 
※インフルエンザワクチンをご希望の⽅は、 
市・区役所より発⾏された予診票をご記⼊の上、お申し込みください。 

 

※インフルエンザワクチンは年度により料⾦変動があります。 
料⾦等は事務課までお問い合わせください。 
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・明細書の発⾏状況に関する事項 

 当院では医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書の発⾏の際に、 

個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細書を無料で発⾏しております。 

明細書には使⽤した薬剤の名称や⾏われは検査の名称が記載されるものですので、その点の御理解いた

だき、ご家族の⽅が、代理で会計を⾏う場合のその代理の⽅への発⾏も含めて、明細書の発⾏を希望さ

れない⽅は、会計窓⼝にてその旨お申し出下さい。  
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・⼊院時⾷事療養費および⼊院時⽣活療養費 

当院では、⼊院時⾷事療養(1)の届出を⾏っており、管理栄養⼠によって管理された⾷事を適時かつ適温で提供しています。 
 
⼊院時⾷事提供 
⼊院したときに 1 ⾷の⾷事にかかる費⽤のうち⼀部を⾷事療養標準負担額（1 ⾷単位、1 ⽇ 3 回まで）として被保険者の⼈に⾃⼰負担
していただきます。 

65 歳未満の⽅ 標準負担額(1 ⾷当たり) 
⼀般の⽅(下記以外) 510 円 
指定難病患者 300 円 
低所得者 
(住⺠税⾮課税) 

過去 1 年間の⼊院期間が 90 ⽇以内 240 円 
過去 1 年間の⼊院期間が 90 ⽇超 190 円 

 
⼊院時⽣活療養費 
療養病床に⼊院する 65 歳以上の被保険者の⼈は、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて⾷費(⾷材料費+調理コスト相当)
と居住費(光熱⽔費相当)の⼀部を⽣活療養標準負担額として⾃⼰負担していただきます。 

療養病床に⼊院する 65 歳以上の患者 
標準負担額 

⾷費(1 ⾷) 居住費(1 ⽇) 
⼀
般 

⼀般の患者 ※下記該当なし 510 円 370 円 
指定難病患者 300 円 0 円 

低
所
得
者
Ⅱ 

低所得Ⅱ ※下記該当なし 240 円 370 円 
重篤な病状または集中的
治療を要する患者 

過去 1 年間の⼊院期間が 90 ⽇以内 240 円 
370 円 

過去 1 年間の⼊院期間が 90 ⽇超 190 円 

指定難病患者 
過去 1 年間の⼊院期間が 90 ⽇以内 240 円 

0 円 
過去 1 年間の⼊院期間が 90 ⽇超 190 円 

低
所
得
者
Ⅰ 

低所得者Ⅰ ※下記該当なし 140 円 370 円 
重篤な病状または集中的治療を要する患者 110 円 370 円 
指定難病患者 110 円 0 円 

 



医療情報取得加算に係る掲示について 

 

当院は、マイナ保険証の利用や問診票などを通じて患者様の診療情報を取得・

活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関です。 

 厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に伴い、下記のとおり診療報酬点数を

算定いたします。 

 

◯ 初診時 1 点 

 ◯ 再診時 (3 ヶ月 1 回に限り算定) 1 点 

   ※マイナ保険証の利用の有無に関わらず 

 

今後も正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願い

いたします。 

 

医療法人社団清峰会 村山中央病院 



機能強化加算に係る院内掲示 

 

当院では、「かかりつけ医」として必要に応じて以下の取り組みをおこなってい

ます。 

● 訪問診療や往診に関するご相談に応じます。 

● 他の医療機関の受診状況や投薬内容を把握したうえで服薬管理を行います。 

● 健康診断の結果や健康管理に関する相談に応じます。 

● 必要に応じて専門の医師・医療機関へ紹介いたします。 

● 介護・保険・福祉サービスに関する相談に応じます。 

● 時間外（夜間・休日）緊急時の問い合わせへの対応を行っています。 

 

厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページ

で、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。 

 

医療法人社団清峰会 村山中央病院 


